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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛切断器具のハウジングと切断ユニットとを連結する取付けユニットであって、
　当該取付けユニットは、スイベル機構を含み、
　該スイベル機構は、
　－　前記ハウジングに連結されるよう構成されるベース部分と、
　－　切断ユニットに固定的に連結されるよう構成されるトップ部分とを含み、
　前記ベース部分及び前記トップ部分は、動作中に、前記切断ユニットが前記スイベル機
構によって旋回可能に支持されるよう、互いに対して移動可能であり、
　前記スイベル機構は、前記切断ユニットのための仮想のピボット軸を定め、該仮想のピ
ボット軸は、前記切断ユニットの切断縁と実質的に平行であり、
　前記スイベル機構の第１の状態において、前記仮想のピボット軸は、前記切断ユニット
に対する第１の位置に配置され、前記切断ユニットは、前記第１の状態において、シェー
ビングのために適合させられ、
　前記スイベル機構の第２の状態において、前記仮想のピボット軸は、前記第１の位置と
異なる前記切断ユニットに対する第２の位置に配置され、前記切断ユニットは、前記第２
の状態において、スタイリングのために適合させられ、
　前記スイベル機構は、前記第１の状態と関連付けられる第１のスイベル位置と、前記第
２の状態と関連付けられる少なくとも１つの第２のスイベル位置との間で移動可能であり
、
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　前記スイベル機構を前記第１のスイベル位置に移動させる第１の力に応答して、前記仮
想のピボット軸は、前記切断ユニットの頂面に対して高められた第１の高さ位置に移動し
、前記スイベル機構を前記第２のスイベル位置に移動させる第２の力に応答して、前記仮
想のピボット軸は、前記頂面に対して引っ込められた第２の高さ位置に移動し、前記第２
の力は、前記第１の力と異なる、
　取付けユニット。
【請求項２】
　前記仮想のピボット軸は、取り付けられるときに、前記毛切断器具の前記ハウジングか
ら見て外方を向く前記切断ユニットの頂面の近傍に配置される、請求項１に記載の取付け
ユニット。
【請求項３】
　前記第１の状態と関連付けられる前記第１のスイベル位置は、中立位置であり、前記第
２の状態と関連付けられる前記少なくとも１つの第２のスイベル位置は、端位置である、
請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項４】
　前記仮想のピボット軸の前記第１の高さ位置及び前記仮想のピボット軸の前記第２の高
さ位置は、約０．５ｍｍ～約１２．０ｍｍの範囲内の全体的なピボットオフセット寸法だ
け、オフセットされる、請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項５】
　前記仮想のピボット軸の前記第１の高さ位置は、約０．０ｍｍ～＋５．０ｍｍの範囲内
の第１のピボットオフセット寸法だけ、前記切断ユニットの前記頂面からオフセットされ
る、請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項６】
　前記仮想のピボット軸の前記第２の高さ位置は、約－６．０ｍｍ～０．０ｍｍの範囲内
の第２のピボットオフセット寸法だけ、前記切断ユニットの前記頂面からオフセットされ
る、請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項７】
　前記切断ユニットの前記第１のスイベル位置と前記第２のスイベル位置との間の旋回角
は、１０°～５０°の範囲内にある、請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項８】
　前記仮想のピボット軸の前記第１の高さ位置及び前記仮想のピボット軸の前記第２の高
さ位置は、１．０ｍｍ～６．０ｍｍ及び１．０ｍｍ～２．５ｍｍのうちの１つの範囲内の
全体的なピボットオフセット寸法だけオフセットされる、請求項１に記載の取付けユニッ
ト。
【請求項９】
　前記仮想のピボット軸の前記第１の高さ位置は、０．０ｍｍ～＋２．０ｍｍ及び＋０．
２５ｍｍ～＋０．７５のうちの１つの範囲内の第１のピボットオフセット寸法だけ、前記
切断ユニットの前記頂面からオフセットされる、請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項１０】
　前記仮想のピボット軸の前記第２の高さ位置は、約－４．０ｍｍ～＋０．０ｍｍ及び－
２．０ｍｍ～－１．０ｍｍの範囲内の第２のピボットオフセット寸法だけ、前記切断ユニ
ットの前記頂面からオフセットされる、請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項１１】
　前記切断ユニットの前記第１のスイベル位置と前記第２のスイベル位置との間の旋回角
は、１５°～４０°及び２０°～２５°のうちの１つの範囲内にある、請求項１に記載の
取付けユニット。
【請求項１２】
　毛切断器具のハウジングと切断ユニットとを連結する取付けユニットであって、
　当該取付けユニットは、
　４バーリンク機構として構成されるスイベル機構と、
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　前記スイベル機構を第２の状態に推進させる少なくとも１つの付勢要素とを含み、
　当該取付けユニットは、前記４バーリンク機構の望ましくない動作を防止する少なくと
も１つのエンドストップ要素を含み、
　前記スイベル機構は、
　－　前記ハウジングに連結されるよう構成されるベース部分と、
　－　切断ユニットに連結されるよう構成されるトップ部分とを含み、
　前記ベース部分及び前記トップ部分は、動作中に、前記切断ユニットが前記スイベル機
構によって旋回可能に支持されるよう、互いに対して移動可能であり、
　前記スイベル機構は、前記切断ユニットのための仮想のピボット軸を定め、該仮想のピ
ボット軸は、前記切断ユニットの切断縁と実質的に平行であり、
　前記スイベル機構の第１の状態において、前記仮想のピボット軸は、前記切断ユニット
に対する第１の位置に配置され、前記切断ユニットは、前記第１の状態において、シェー
ビングのために適合させられ、
　前記スイベル機構の第２の状態において、前記仮想のピボット軸は、前記第１の位置と
異なる前記切断ユニットに対する第２の位置に配置され、前記切断ユニットは、前記第２
の状態において、スタイリングのために適合させられ、
　前記スイベル機構は、前記第１の状態と関連付けられる第１のスイベル位置と、前記第
２の状態と関連付けられる少なくとも１つの第２のスイベル位置との間で移動可能であり
、
　前記仮想のピボット軸は、前記第１のスイベル位置において、取り付けられるときに、
前記毛切断器具の前記ハウジングから見て外方を向く前記切断ユニットの頂面に対する高
められた第１の高さ位置を取り、前記仮想のピボット軸は、前記第２のスイベル位置にお
いて、前記頂面に対する引っ込められた第２の高さ位置を取る、
　取付けユニット。
【請求項１３】
　前記４バーリンク機構は、第１のアームと、該第１のアームの反対側にある第２のアー
ムとを含み、前記第１のアームは、ベース部分に連結される第１のベースピボットを含み
、前記第２のアームは、前記ベース部分に連結される第２のベースピボットを含み、前記
第１のベースピボット及び前記第２のベースピボットは、明確な距離で前記ベース部分に
配置され、前記第１のアームは、接続バーに連結される第１のトップピボットを更に含み
、前記第２のアームは、前記トップ部分に連結される第２のトップピボットを更に含み、
前記接続バーは、前記トップ部分で、前記切断ユニットに連結されるよう構成される、請
求項１２に記載の取付けユニット。
【請求項１４】
　前記第１のベースピボット、前記第２のベースピボット、前記第１のトップピボット、
及び前記第２のトップピボットのうちの少なくとも１つは、一体蝶番として構成される、
請求項１３に記載の取付けユニット。
【請求項１５】
　前記第１のベースピボットと前記第２のベースピボットとの間の距離によって定められ
る前記ベース部分の長さは、前記第１のトップピボットと前記第２のトップピボットとの
間の距離によって定められる前記接続バーの長さよりも大きい、請求項１３に記載の取付
けユニット。
【請求項１６】
　毛切断器具のハウジングと切断ユニットとに連結されるように構成される取付けユニッ
トであって、
　当該取付けユニットは、スイベル機構を含み、
　該スイベル機構は、
　－　前記ハウジングに連結されるよう構成されるベース部分と、
　－　切断ユニットに固定的に連結されるよう構成されるトップ部分とを含み、
　前記ベース部分及び前記トップ部分は、動作中に、前記切断ユニットが前記スイベル機
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構によって旋回可能に支持されるよう、互いに対して移動可能であり、
　前記スイベル機構は、前記切断ユニットのための仮想のピボット軸を定め、該仮想のピ
ボット軸は、前記切断ユニットの切断縁と実質的に平行であり、
　前記スイベル機構の第１の状態において、前記仮想のピボット軸は、前記切断ユニット
に対する第１の位置に配置され、前記切断ユニットは、前記第１の状態において、シェー
ビングのために適合させられ、
　前記スイベル機構の第２の状態において、前記仮想のピボット軸は、前記第１の位置と
異なる前記切断ユニットに対する第２の位置に配置され、前記切断ユニットは、前記第２
の状態において、スタイリングのために適合させられ、
　前記スイベル機構は、前記第１の状態と関連付けられる第１のスイベル位置と、前記第
２の状態と関連付けられる少なくとも１つの第２のスイベル位置との間で移動可能であり
、
　前記第１のスイベル位置において、前記スイベル機構は、第１の力に応答して、前記仮
想のピボット軸を前記切断ユニットの頂面に対して高められた第１の高さ位置に移動させ
るように構成され、前記第２のスイベル位置において、前記スイベル機構は、前記第１の
力と異なる第２の力に応答して、前記仮想のピボット軸を前記頂面に対して引っ込められ
た第２の高さ位置に移動させるように構成され、
　前記トップ部分の接続バーが前記切断ユニットに連結され、それにより、切断ヘッドを
定め、前記切断ユニットは、毛を切断するために、取られる移動方向において毛を通じて
移動させられるよう構成されるブレードセットを含み、
　該ブレードセットは、
　－　少なくとも１つの歯付き切断縁を含む静止ブレードと、
　－　少なくとも１つの歯付き切断縁を含む可動ブレードとを含み、
　前記静止ブレードは、シェービング目的のために用いているときに、皮膚に接触する表
面として構成される頂面を更に含み、
　前記静止ブレード及び前記可動ブレードは、前記取られる移動方向に対して垂直な切断
方向において互いに対して往復式に移動させられるよう構成される、
　取付けユニット。
【請求項１７】
　前記ブレードセットの前記静止ブレードは、前記可動ブレードを少なくとも部分的に取
り囲み、
　前記静止ブレードは、シェービングのために使用しているときに、皮膚に面する壁部分
として構成される、第１の壁部分と、シェービングのために使用しているときに、皮膚か
ら見て外方を向く第２の壁部分とを含み、
　前記第１の壁部分及び前記第２の壁部分は、前記静止ブレードの少なくとも１つの歯付
き切断縁で接続され、それにより、それぞれの歯スロットを伴って交互する複数の長手に
延びる静止歯を定め、
　前記可動ブレードの前記少なくとも１つの切断縁に配置される、前記可動ブレードの歯
が、前記静止歯と協働して、前記歯スロット内に捕捉される毛を切断するよう、前記可動
ブレードは、前記静止ブレードの前記第１の壁部分と前記第２の壁部分との間のガイドス
ロット内で案内される、
　請求項１６に記載の取付けユニット。
【請求項１８】
　毛切断器具であって、
　モータを収容するハウジングと、切断ユニットと、該切断ユニットを前記ハウジングに
連結させる請求項１に記載の取付けユニットとを含む、
　毛切断器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、毛切断器具に関し、具体的には、電気的に作動させられる毛切断器具に関し
、より具体的には、毛切断器具のハウジング及び切断ユニットを連結する取付けユニット
に関する。切断ユニットは、ブレードセットを含んでよく、毛を切断する移動方向におい
て毛を通じて動かされるように構成されてよい。ブレードセットは、静止ブレードと、可
動ブレードとを含んでよく、可動ブレードは、可動ブレードと静止ブレードとの間に捕捉
される毛を切断するために、静止ブレードに対して移動させられてよい。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＰ１６２１２９９Ａ１は、使用者の手によって把持されるべきグリップを含み、シェ
ービングヘッドは、グリップに支持され、フォイルカッタユニットを支持し、フォイルカ
ッタユニットは、外側フォイルと、外側フォイルと毛剪断係合して、外側フォイルに対し
て動くよう駆動させられる内側カッタとで構成され、外側フォイルは、ある長さ及びある
幅を有するよう細長くされ、その長さに沿って弧状に湾曲させられ、シェービングヘッド
は、外側フォイルの幅と平行な横軸について傾斜可能であるようグリップに可動に支持さ
れる、乾式シェーバを開示している。
【０００３】
　ＥＰ１５４７７３５Ａ１は、高さ軸を有するグリップと、グリップの高さ軸に対してグ
リップの上に取り付けられるシェービングヘッドと、シェービングヘッドがグリップに対
して揺動するのを可能にするよう、シェービングヘッドをグリップに連結する、リンク機
構とを含み、シェービングヘッドは、その頂部に切断面を有し、一対の支持地点を有し、
シェービングヘッドは、支持地点を通じてグリップに支持され、リンク機構は一対のクラ
ンクを含み、各クランクは、その一端で支持地点の各１つに接続され、他端でグリップの
側にあるアンカ地点の各１つに接続され、フレームが、シェービングヘッドと重なり合う
関係において、グリップの頂部で突出する、乾式シェーバを開示している。
【０００４】
　ＷＯ２０１３／１５０４１２Ａ１は、毛切断器具と、毛切断器具の対応するブレードセ
ットとを開示している。ブレードセットは、静止ブレードと、可動ブレードとを含み、毛
を切断するために、可動ブレードを静止ブレードに対して往復式に駆動させ得る。ブレー
ドセットは、トリミング操作及びシェービング操作の両方を可能にするのに特に適する。
【０００５】
　体毛を切断する目的のために、基本的に、２つの習慣的に区別される種類の電動器具、
即ち、かみそり(razor)と、ヘアトリマ(hair　trimmer)又はクリッパ(clipper)とがある
。一般的に、かみそりは、シェービングするために、即ち、無精ひげのない滑らかな皮膚
を得るために体毛を皮膚のレベルで薄切りすることのために用いられる。ヘアトリマは、
典型的には、皮膚からの選択的な距離で毛を切るために、即ち、毛を所望の長さに切断す
るために用いられる。用途の違いは、両方の器具で実施される切断ブレード構成の異なる
構造及びアーキテクチャに反映される。
【０００６】
　電気ひげそりは、典型的には、フォイル、即ち、超薄型の穿孔付きスクリーンと、フォ
イルに対してフォイルの内側に沿って移動可能な切断ブレードとを含む。使用中、フォイ
ルを貫通するあらゆる毛がフォイルの内側に対して移動する切断ブレードによって切り落
とされ、ひげそりの内側の中空の毛収集部分内に落ちるよう、フォイルの外側は皮膚に対
して配置され、押し付けられる。
【０００７】
　他方、電気ヘアトリマは、典型的には、それぞれの歯付き縁が重なり合うよう、一方の
カッタブレードが他方のカッタブレードの上に配置される、歯付き縁を有する概ね２つの
カッタブレードを含む。動作中、カッタブレードは、互いに対して往復動して、それらの
歯の間に捕捉されるあらゆる毛を鋏作用において切り落とす。毛が切り落とされる皮膚よ
り上の精密なレベルは、（スペーサ）ガード又はコームと呼ばれる追加的な取り付け可能
な部品を用いて決定されるのが普通である。
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【０００８】
　更に、シェービング目的及びトリミング目的の両方に基本的に適合させられる組み合わ
せ装置が知られている。しかしながら、これらの装置は、２つの別個の異なる切断区画、
即ち、上述のような動力ひげそりの着想と一致する構成を含むシェービング区画と、他方
ではヘアトリマの着想と一致する構成を含むトリミング区画とを含むに過ぎない。
【０００９】
　残念ながら、一般的な電気ひげそりは、毛を皮膚より上の所望の可変な長さに切断する
こと、即ち、精密なトリミング操作に特に適さない。これは、少なくとも部分的には、そ
れらがフォイルを離間させる、結果的に、カッタブレードを皮膚から離間させる機構を含
まないという事実によって説明され得る。しかしながら、たとえそれらが、例えば、間隔
コームのようなアタッチメントスペーサ部品を追加することによって、そのような機構を
含むとしても、典型的には多数の小さな円形の穿孔を含むフォイルの構成は、最も短く最
も堅い毛を除く全ての毛の効率的な捕捉を減少させるであろう。
【００１０】
　同様に、主として、別個のカッタブレードは、変形を伴わずに鋏作用を行うために、特
定の剛性、従って、厚みを必要とするという理由で、一般的なヘアトリマは、シェービン
グに特に適さない。毛が皮膚に近接して切り落とされるのをしばしば妨げるのは、カッタ
ブレードの皮膚に面するブレードの最小の所要のブレード厚さである。結果的に、彼の体
毛を剃る(shave)こと及び刈り込む(trim)ことの両方を欲する使用者は、２つの別個の器
具を購入して適用するのが必要なことがある。
【００１１】
　更に、組み合わせシェービング及びトリミング装置は、幾つかの欠点を示す。何故なら
ば、それらは基本的に２つの切断ブレードセットとそれぞれの駆動機構とを必要とするか
らである。結果的に、これらの装置は、標準的な種類の単一目的の毛切断器具よりも重く
、より摩耗し易く、そして、高価な製造及び組立てプロセスも必要とする。同様に、これ
らの組み合わせ装置を操作することは、しばしば、むしろ不快であり且つ複雑であると感
じられる。２つの別個の切断区画を含む従来的な組み合わせシェービング及びトリミング
装置が利用される場合においてさえも、装置を取り扱うこと及び異なる動作モードの間で
切り換えることは、時間がかかると考えられることがあり、使用者に余り優しくないと考
えられることがある。切断区画は、典型的には、装置の異なる場所に設けられるので、案
内精度（そして、従って、切断精度）は減少させられることがある。何故ならば、使用者
は操作中の２つの異なる主要な保持位置に慣れることが必要だからである。
【００１２】
　上述のＷＯ２０１３／１５０４１２Ａ１は、使用しているときに、静止ブレードの第１
の部分が皮膚に面する可動ブレードの側に配置されるよう、そして、シェービングのため
に使用しているときに、静止ブレードの第２の部分が皮膚から見て外方に向く可動ブレー
ドの側に配置されるよう、可動ブレードを収容する、静止ブレードを含む、ブレードセッ
トを提供することによって、この問題に立ち向かっている。更に、歯付き切断縁で、静止
ブレードの第１の部分及び第２の部分は接続され、それにより、可動ブレードのそれぞれ
の歯を覆う複数の静止歯を形成する。結果的に、可動ブレードは、静止ブレードによって
案内される。
【００１３】
　この構成は、静止ブレードが増大した強度及び剛性を備えるブレードセットをもたらす
ことがある限りにおいて、有利である。何故ならば、静止ブレードは、皮膚から見て外方
を向く可動ブレードの側にも存在するからである。これは可動ブレードの皮膚に面する側
で静止ブレードの第１の部分の厚さの減少を概ね可能にすることがある。結果的に、この
ようにして、可動ブレードは、操作中に皮膚により近くなることがあるので、上記ブレー
ドセットは、ヘアシェービング操作に適する。それは別として、ブレードセットは、ヘア
トリミング操作にも特に適する。何故ならば、スロットを伴って交互するそれぞれの歯を
含む切断縁の構成は、より長い毛がスロットに入るのを可能にし、結果的に、可動ブレー
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ドと静止ブレードとの間の相対的な切断運動によって切断されるのも可能にするからであ
る。
【００１４】
　ＷＯ２０１３／１５０４１２Ａ１から知られる切断器具は、トリミング操作及びシェー
ビング操作の両方に特に適するが、シェービングパフォーマンスに特有のこと及び毛切断
操作のための実際的な使用特徴に取り組まない。例えば、顔の毛を剃るとき、皮膚表面の
基本的に不均一な輪郭が考慮されなければならない。シェービングパフォーマンスを最適
化するために、ブレードセットは、目下の皮膚部分に対して所定の角度で案内されなけれ
ばならない。これはそのような毛切断器具の取扱いを複雑化させることがある。その上、
幾人かの使用者は、スタイリング操作のためにも、例えば、実際のあごひげ形態又はもみ
あげを精密に形作るためにも、シェービング装置を適用することが観察されており、それ
は更なる挑戦を提示することがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本開示の目的は、広範囲の用途に適し且つ改良された日常的な使用の適合性を特に示す
、毛切断器具、特に、その切断ユニットのため取付けユニットを提供することである。取
付けユニット、及び取付けユニットを備える毛切断器具は、シェービング操作及び精密な
スタイリング操作の両方を行い得るのが好ましい。取付けユニットを備える毛切断器具の
操作が特に容易であるのがより好ましい。より具体的には、使用中の毛切断器具の取扱い
が改良される。有利には、取付けユニットは、皮膚のレベルで毛を剃るときの輪郭追従を
簡略化しながら、精密なスタイリング操作を可能にしてもよい。より好ましくは、小さな
努力で製造し得る取付けユニットを提供するのが有利である。本発明は独立項によって定
められる。従属項は有利な実施態様を定める。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本開示の第１の特徴において、毛切断器具のハウジングと切断ユニットとを連結する取
付けユニットが提示され、
　取付けユニットは、スイベル機構を含み、
　スイベル機構は、
　－　ハウジングに連結されるよう構成されるベース部分と、
　－　切断ユニットに連結されるよう構成されるトップ部分とを含み、
　ベース部分及びトップ部分は、動作中に切断ユニットがスイベル機構によって旋回可能
に支持されるよう、互いに対して移動可能であり、
　スイベル機構は、切断ユニットのための仮想のピボット軸を定め、仮想のピボット軸は
、切断ユニットの切断縁と実質的に平行であり、
　スイベル機構の第１の状態において、仮想のピボット軸は、切断ユニットに対する第１
の位置に配置され、切断ユニットは、第１の状態において、シェービングのために適合さ
せられ、
　スイベル機構の第２の状態において、仮想のピボット軸は、第１の位置と異なる切断ユ
ニットに対する第２の位置に配置され、切断ユニットは、第２の状態において、スタイリ
ングのために適合させられる。
【００１７】
　この特徴は、切断ユニットが、特定の切断用途に適合される明確な状態を取ってよいと
いう洞察及び切断ユニットが取付けユニットの適合される挙動から利益を得てよいという
洞察に基づく。具体的には、（仮想の）ピボット軸の位置は、取付けユニットに連結され
てよい切断ユニットのスイベル挙動に相当な影響を有することがある。結果的に、切断ユ
ニットがより広い範囲の用途さえも取り扱う、具体的には、シェービング操作、スタイリ
ング操作、そして、より一層好ましくは、トリミング操作を可能にする、切断ユニットの
能力を向上させることがある、取付けユニットが提示されてよい。
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【００１８】
　スイベル機構は、第１の状態と関連付けられる第１のスイベル位置と、第２の状態と関
連付けられる少なくとも１つの第２のスイベル位置との間で移動可能である。仮想のピボ
ット軸は、第１のスイベル位置において、高められた、頂面に対する第１の高さ位置ｌ０

１を取り、仮想のピボット軸は、第２のスイベル位置において、引っ込められた、頂面に
対する第２の高さ位置ｌ０２を取る。
【００１９】
　この点において述べるに値するのは、スイベル機構が、好ましくは、それに連結される
切断ユニットのための第１の状態及び第２の状態を設定し得ることである。この点におい
て、切断ユニットは、それゆえ、スイベル機構が第１の状態と第２の状態との間で移転さ
れるときに、基本的に安定的又は不変なままであってよいことが記される。しかしながら
、切断ユニットは、スイベル機構を備える取付けユニットに取り付けられ且つ／或いは連
結されてよいので、第１の状態と第２の状態との間のスイベル機構の移転は、切断ユニッ
トのシェービング（同様に：シェービング／トリミング）モード及びスタイリングモード
を実際に引き起こしてよく、切断ユニットは－用途依存であり－切断ユニット内に有利に
配置されてよく、切断ユニット内で毛切断器具のハウジングに対して方向付けられてよい
。
【００２０】
　一例として、仮想のピボット軸の第１の位置に関連付けられるスイベル機構の第１の状
態をシェービング状態と呼んでよく、その場合、取り付けられる切断ユニットは、シェー
ビング操作に特に適合させられる。幾つかの実施態様では、（スペーサ）ガード又はコー
ムが切断ユニットに取り付けられてよい。結果的に、切断ユニットは、第１の状態におい
てもヘアトリミング用途に適合させられてよい。スイベル機構の第１の状態において、切
断ユニットのそれぞれのブレードセット、少なくともその切断縁部分は、皮膚表面と基本
的に平行に向けられ且つ案内されるのが好ましい。結果的に、使用者によって切断ユニッ
トに概ね適用されるシェービング接触圧力又は接触押力は、ブレードセットに対して、具
体的には、その頂面に対して基本的に垂直であってよい。
【００２１】
　一例として、仮想のピボット軸の第２の位置と関連付けられるスイベル機構の第２の状
態をスタイリング状態と呼んでよく、その場合、取り付けられる切断ユニットは、スタイ
リング操作に特に適合させられる。スタイリングは、毛輪郭の縁の精密な切断を含むこと
がある。例えば、スタイリング操作が想起されてよく、その場合、使用者は、例えば、も
みあげ、やぎひげ、口ひげ等を形作るために、実際のあごひげ形態を精密に形作ることを
目標とする。スイベル機構の第２の状態において、切断ユニットのそれぞれのブレードセ
ット、その少なくとも切断縁部分は、皮膚表面に対して基本的に垂直に向けられ且つ案内
されるのが好ましい。結果的に、使用者によって切断ユニットに適用されてよいスタイリ
ング接触圧力又は接触押力は、ブレードセットと、具体的には、その頂面と基本的に平行
であってよい。
【００２２】
　この点において述べるに値するのは、幾つかの実施態様において、スイベル機構の少な
くとも１つの第１の状態及び少なくとも１つの第２の状態が可能にされてよいことである
。例えば、第１の状態は、スイベル機構の中央（又は中心）位置に基本的に対応してよい
。結果的に、スイベル機構を、中央位置から開始して、前後に移動させてよく、それによ
り、「第１の」第２の状態及び「第２の」第２の状態にそれぞれ接近してよい。「第１の
」第２の状態は、スイベル機構の第１のエンドストップと関連付けられてよい。「第２の
」第２の状態は、スイベル機構の第２のエンドストップと関連付けられてよい。具体的に
は、切断ユニットのブレードセットが、第１の切断縁と、第１の切断縁の反対側に配置さ
れる第２の切断縁とを含む場合には、２つの端位置を含む２つの第２の状態が提示されて
よい。
【００２３】
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　ここにおいて用いるとき、仮想のピボット軸は、取付けユニットのスイベル機構によっ
て定められる、取り付けられる切断ユニットの実際の（又は瞬間的な）回転軸と考えられ
てよい。操作中、切断ユニットは、少なくとも切断用途のために、毛切断器具のハウジン
グに対して回転可能、より正確には、旋回可能であってよい。一般的に、仮想のピボット
軸は、切断ユニットのブレードセットの少なくとも１つの切断縁と実質的に平行であって
よい。仮想のピボット軸は、スイベル機構が第１の状態と第２の状態との間で動かされる
ときに定められる経路に沿って動かされるのが特に好ましい。仮想のピボット軸は、第１
の状態と第２の状態との間のスイベル機構の動きに沿って並びに応答して定められる経路
に沿って自動的に動かされるのが更に好ましい。換言すれば、仮想のピボット軸は、制御
ノブ又は制御スライダのような毛切断器具にある追加的な制御要素を操作する必要を伴わ
ずに、第１の位置及び第２の位置をそれぞれ取り得るのがより一層好ましい。従って、切
断ユニット自体を単に移動させることによって仮想のピボット軸を「操作」し得るのが有
益である。結果的に、切断器具を取り扱うこと及び制御することを有意に単純化し得る。
追加的な制御要素を避け得る。
【００２４】
　上記の特徴は、ブレードユニットをピボット式に（又はスイベル式に）取り付けること
によって毛切断器具のシェービングパフォーマンスを有意に改良し得るという洞察にも基
づく。切断ユニットは、毛を剃るときに皮膚に面し且つ基本的に平面的な又は実質的に平
坦な延伸を含んでよい皮膚側を有するブレードセットを含んでよい。次に、切断ユニット
が毛切断器具のハウジングで旋回させられ或いは毛切断器具のハウジングに旋回可能に接
続されるとき、毛切断器具の輪郭追従能力は強化されることがある。何故ならば、切断ユ
ニットは、毛切断器具のハウジングに対する補償的な相対的な（スイベル）運動を同時に
行いながら、皮膚の表面である程度自己調整（自己位置合わせ）してよいからである。結
果的に、使用者は、毛切断器具の向きを皮膚表面の実際の向きに瞬間的に適合させること
を必要とせずに、毛切断器具をそのハウジングでしっかりと又は堅く握り且つ保持してよ
い。これは切断パフォーマンスを有意に増大させながら、皮膚刺激の危険性も軽減し或い
は皮膚切断の危険性さえも軽減することがある。
【００２５】
　上記特徴において、仮想のピボット軸は、シェービング操作に特に適した頂面に対する
第１の（高さ）位置と、スタイリング操作に特に適した第２の（高さ）位置とを取るよう
に配置される。この第１の高さ位置において、仮想のピボット軸は、頂面に対して（即ち
、皮膚に向かって）僅かに高められる。結果的に、仮想のピボット軸は、シェービング操
作のために皮膚内にシフトされることがある。これは有益なことがある。何故ならば、こ
のようにして、切断ユニットの輪郭追従能力を更に向上させ得るからである。皮膚の上で
移動させられるとき、切断ユニットは、仮想のピボット軸によって定められるそれぞれの
支点と関連付けられるレバーと考えられてよい。
【００２６】
　他方、仮想のピボット軸は、第２の（高さ）位置において、頂面に対して（即ち、ハウ
ジングに向かって）僅かに引っ込められる。これは更に有益なことがある。何故ならば、
スイベル機構が僅かに押し込まれて第２の状態になることを想定すると、接続ユニットの
基本的に自動ロックする機能性が、このようにして達成されることがあるからである。こ
の目的を達成するために、スタイリングのために毛切断器具を用いるときに、プレスオン
接触力(press-on　contact　force)が使用者によって生成されてよい。
【００２７】
　スイベル機構は、リンク機構として構成されるのが特に好ましい。リンク機構は、仮想
のピボット軸の所望のシフト又は動きを可能にするように適切に設計されてよい。リンク
機構は、例えば、平面的なリンク機構として構成されてよく、具体的には、４バーリンク
機構(four-bar　linkage　mechanism)として構成されてよい。しかしながら、所望の機能
性を達成するために、異なる形態のリンク機構、より一般的には、異なる形態のスイベル
機構も利用し得る。スイベル機構は、例えば、膝継手、カム機構、可撓な構造、双安定ば
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ね継手、クリッカー機構(clicker　mechanism)等を含んでよい。
【００２８】
　リンク機構は、例えば、クランクシャフト機構、クランクロッカー機構、二重ロッカー
機構、ドラグリンク機構、平行四辺形リンク機構等のような、４バーリンク機構を含んで
よい。リンク機構は、５バーリンク機構、６バーリンク機構等を更に含んでよい。これら
の「拡張」リンク機構は、明確な出力動作を保証することがある追加的な駆動装置及び／
又は案内要素と協働してよい。結果的に、（仮想の）ピボットの所望の位置及び配置を達
成し得る。一般的に、リンク機構は、１つ又は幾つかの連結要素の動き及び１つ又は幾つ
かの連結要素に対する力を所望の方法において残余の連結要素の動き及び残余の連結要素
に対する力に変換するよう設計される、連結要素及びそれぞれのペアリング要素の拘束シ
ステムと考えられてよい。
【００２９】
　好適な実施態様において、仮想のピボット軸は、切断ユニットの切断縁と実質的に平行
であり、仮想のピボット軸は、取り付けられるときに、毛切断器具のハウジングから見て
外方を向く切断ユニットの頂面の近傍に配置されるのが好ましい。切断ユニットの、具体
的には、そのブレードセットの頂面は、切断ユニットがシェービング操作のために用いら
れるときに皮膚に面する表面と考えられてよい。シェービング操作のために、頂面は皮膚
と基本的に平行に向けられてよい。スタイリング操作のために、頂面は皮膚に対して基本
的に垂直に向けられてよい。
【００３０】
　ここにおいて用いるとき、垂直及び平行という用語は、限定的な意味において解釈され
てならない。この点において、毛切断器具は、典型的には使用者によって手動で案内され
ることが思い起こされる。結果的に、皮膚に対する切断器具の向きは、幾分不安定である
ことがある。従って、垂直な及び平行な向きは、主として例示的な目的のためにもたらさ
れる。一般的に、シェービングを行うとき、皮膚に対する切断ユニットの向きは、スタイ
リングを行うときに取られる皮膚に対する切断ユニットの向きと明らかに異なり、好まし
くは、約９０°±３０°であるオフセット角だけオフセットされる（偏らされる）角度を
含む。ここにおいて用いるとき、基本的に平行な向きは、約０°±３０°である、含めら
れる要素の間の角度を含んでよい。ここにおいて用いるとき、基本的に垂直な向きは、約
９０°±３０°である、含められる要素の間の角度を含んでよい。
【００３１】
　仮想のピボットが、使用しているときに、好ましくは皮膚に向かって、頂面とも呼ぶ皮
膚に面する平面からオフセットされるのが更に好ましい。一般的に、仮想のピボットは、
シャービングを行うときに、ブレードセットより上に、即ち、皮膚表面より「下」に配置
されてよい。結果的に、皮膚の毛を剃るために皮膚で案内されるときの切断ユニットの旋
回応答力を相応に調節し得る。切断ユニットの輪郭追従能力は、このようにして更に改良
されることがある。しかしながら、幾つかの代替的な実施態様において、特にスタイリン
グについて、仮想のピボットは、皮膚レベルより上に、即ち、切断ユニットの切断縁によ
って定められる皮膚に面する平面から後方にシフトされて配置されてよい。後者の特徴は
、第２の状態における切断ユニットの有益な自動ロック傾向を含むことがある。
【００３２】
　他の好適な実施態様において、第１の状態と関連付けられる第１のスイベル位置は、中
立位置であり、第２の状態と関連付けられる少なくとも１つの第２のスイベル位置は、端
位置である。
【００３３】
［００３０］
　これは仮想のピボット軸がブレードセットの中心部分又は中央部分に配置されるときの
実施態様において更に一層有益なことがある。換言すれば、ブレードセットは、シーソー
又はビーム釣合い機構と類似に配置され且つ構成されてよい。皮膚と接触するとき、それ
ぞれの接触力は切断ユニットのブレードセットを仮想のピボット軸について旋回させてよ
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い。結果的に、自己調整機能性が達成されることがある。何故ならば、第１の端は基本的
に皮膚から離れる方向に押されるのに対し、第１の端の反対側にあるレバーの第２の端は
、均衡の状態が達成されるまで皮膚まで移動させられてよいよう、レバーの第１の端に適
用される接触力が支点についてのスイベル運動をもたらすことがあるからである。結果的
に、ブレードセットを皮膚と実質的に平行に案内し得る。皮膚に対する自動調整は、シェ
ービング能力を更に向上させることがある。
【００３４】
　幾つかの実施態様において、スイベル機構を僅かに推進させて第２の状態にする付勢要
素が利用されてよい。それぞれの力はブレードセットの頂面と概ね平行であってよく、ス
タイリング操作に用いられる実際の切断縁の横方向延伸に対して概ね垂直であってよい。
前に議論したように、概ね平行は、約０°±３０°の範囲内の角度を含んでよい。前に議
論したように、概ね垂直は、約９０°±３０°の範囲内の角度を含んでよい。好ましくは
、スイベル機構は、第２の状態においてスイベル機構のそれぞれの位置及び仮想のピボッ
ト軸を定めるエンドストップに対して押されるのが好ましい。
【００３５】
　更に他の好適な実施態様において、仮想のピボット軸の第１の高さ位置及び頂面に対す
る仮想のピボット軸の第２の高さ位置は、約０．５ｍｍ～約１２．０ｍｍの範囲内の、好
ましくは、約１．０ｍｍ～６．０ｍｍの範囲内の、より好ましくは、約１．０ｍｍ～２．
５ｍｍの範囲内の、全体的なピボットオフセット寸法だけ、オフセットされる。スイベル
機構が第１の状態と第２の状態との間で動かされるときに、仮想のピボット軸がそれに沿
って動かされる、それぞれの経路、具体的には、実質的に垂直に延びる経路をもたらして
よい、幾つかのスイベル機構を想起し得る。
【００３６】
　他の実施態様によれば、仮想のピボット軸の第１の高さ位置は、約０．０ｍｍ～＋５．
０ｍｍの範囲内の、好ましくは、約０．０ｍｍ～＋２．０ｍｍの範囲内の、より好ましく
は、約＋０．２５ｍｍ～＋０．７５ｍｍの範囲内の、第１のピボットオフセット寸法だけ
、切断ユニットの頂面からオフセットされる。上記のように、仮想のピボット軸が第１の
位置において頂面に対して僅かに高められるのが特に有益なことがある。
【００３７】
　更に他の実施態様によれば、仮想のピボット軸の第２の高さ位置は、約－６．０ｍｍ～
０．０ｍｍの範囲内の、好ましくは、約－４．０ｍｍ～０．０ｍｍの範囲内の、より好ま
しくは、約－２．０ｍｍ～－１．０ｍｍの範囲内の、第２のピボットオフセット寸法だけ
、切断ユニットの前記頂面からオフセットされる。上記のように、仮想のピボット軸が第
２の位置において頂面に対して僅かに引っ込められるのが特に有益なことがある。
【００３８】
　ここにおいて用いるとき、＋（プラス）は、旋回軸ｐが頂面のレベルより上に位置付け
られる、即ち、皮膚「内」にシフトされる、構成を概ね指す。対照的に、－（マイナス）
は、旋回軸ｐが頂面のレベルより下に、即ち、皮膚より上に位置付けられる、構成を概ね
指す。
【００３９】
　更に他の実施態様によれば、切断ユニットの第１のスイベル位置と第２のスイベル位置
との間の旋回角αが提供される。幾つかの実施態様において、旋回角は、約１０°～約５
０°の範囲内にあってよい。幾つかの実施態様において、旋回角は、約１５°～約４０°
の範囲内にあってよい。幾つかの実施態様において、旋回角は、約２０°～約２５°の範
囲内にあってよい。幾つかの実施態様において、スイベル機構は、第１の状態において第
１の位置に対して前後にスイベル（旋回）するように構成されてよい。結果的に、第１の
状態は、上記の２つの範囲から成る総スイベル角の範囲の中心又は中央部分と関連付けら
れてよい。総スイベル角は、例えば、約２０°～約１００°（例えば、±１０°～±５０
°）、３０°～８０°、又は４０°～５０°の結果として得られる範囲を含んでよい。示
される範囲は特に有益である。何故ならば、それらは第１の状態においてシェービングモ
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ードにおける改良された輪郭追従能力を可能にし且つ第２の状態においてスタイリングモ
ードへの明確な顕著な転換を可能にする有利な妥協を提示し、逆も同様であるからである
。更に、毛切断器具の取扱いが改良されることがある。何故ならば、そのハウジングは人
間工学的に設計されてよく、シェービング（及びトリミング）のための第１の状態及びス
タイリングのための第２の状態の両方に適合させられるからである。
【００４０】
　この点において述べるに値するのは、第１の状態及び第２の状態の両方が、スイベル機
構のそれぞれの第１及び第２の位置範囲を含んでよいことである。結果的に、仮想のピボ
ットも、第１の状態において並びに第２の状態においてブレードセットの頂面に対するそ
れぞれの第１及び第２の位置範囲内に位置付けられてよい。
【００４１】
　上記のように、幾つかの実施態様では、スイベル機構がリンク機構として構成されるの
が好ましいことがある。更なる実施態様によれば、スイベル機構は、第１のアームと、第
１のアームの反対側にある第２のアームとを含む、４バーリンク機構として構成され、第
１のアームは、ベース部分に連結される第１のベースピボットを含み、第２のアームは、
ベース部分に連結される第２のベースピボットを含み、第１のベースピボット及び第２の
ベースピボットは、明確な距離でベース部分に配置され、第１のアームは、トップ部分に
連結される、具体的には、接続バーに連結される、第１のトップピボットを更に含み、第
２のアームは、トップ部分に連結される、具体的には、接続バーに連結される、第２のト
ップピボットを更に含み、接続バーは、トップ部分で、切断ユニットに連結されるよう構
成される。
【００４２】
　毛切断器具の、具体的には、その切断ユニットの大きさ及び質量を減少させることが概
ね望ましいので、切断ユニットのためにピボットを位置付けるための実際的な設計限界が
存在する。切断ユニットのための単一軸リンクユニット、又は円形継手、膝継手等を実施
する据付け空間は限定されることがあるので、スイベル軸を配置し得る領域の可能な範囲
も限定されることがある。結果的に、そのような従来的な切断ユニットの取付けは、切断
ユニットの輪郭追従能力に悪影響を及ぼすと考えられることがある。何故ならば、相当に
不十分なスイベル挙動が起こることがあるからである。
【００４３】
　取付け及び支持機能を遂行するために４バーリンク機構を実施するのが更に好ましいこ
とがある。４バーリンク機構を適切な方法において設計し、それにより、移動する（又は
浮動する）仮想のピボットと考えられてもよい仮想のピボットを定め得る。一例として、
４バーリンク機構は、仮想のピボットが、スイベル機構の少なくとも第１及び第２の状態
において、利用可能な据付け空間に鑑みると従来的な単一ピボット連結機構で達成し得な
い切断ユニットからの明確な距離で、（仮想に）配置されるように設計されてよい。結果
として得られる仮想のピボットは、毛切断器具の更なる構成部品によって基本的に妨げら
れる毛切断器具の部分に配置されてよい。
【００４４】
　第１の状態（又は第１の位置）はリンク機構の位置と考えられてよいのに対し、切断ユ
ニットは基本的に中心付けられ、或いは基本的に中立位置にある。換言すれば、切断ユニ
ットは、第１の状態（又は第１の位置）において、ベースと実質的に平行であってよく、
より明示的には、第１のベースピボット及び第２のベースピボットによって定められる平
面と実質的に平行であってよい。
【００４５】
　取付けユニットの更に他の実施態様において、第１のベースピボット、第２のベースピ
ボット、第１のトップピボット、及び第２のトップピボットのうちの少なくとも１つは、
一体蝶番(living　hinges)として構成され、好ましくは、４バーリンク機構の全てのピボ
ットは、一体蝶番として構成され、具体的には、膜蝶番(film　hinges)として構成される
。
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【００４６】
　一体蝶番は、一体蝶番によって旋回式に接続される部品と同じ材料で作製される撓み軸
受(flexure　bearing)と考えられてよい。この点において、４バーリンク機構の全てのピ
ボットが一体蝶番として、特に、膜蝶番として構成されるのが更に好ましい。膜蝶番又は
薄膜蝶番は、例えば、射出成形プロセスを介して製造されてよい。結果的に、ピボット及
びピボットによって接続されるそれぞれの隣接する部品のうちの少なくとも１つを一体的
な方法において基本的に同じ材料で製造し得る。この構成は（機械的）遊びがピボットに
実質的に存在しないことを更に保証することがある。別個の構成部品で構成される機械的
継手は、典型的には、滑らかな旋回運動を可能にするよう明確な遊びを含む隙間嵌め(cle
arance　fit)において設計される。その上、膜蝶番は継手の如何なる（内部）汚染をも防
止し得るという利点を更に有することがある。他の有利な実施態様によれば、４バーリン
ク機構の少なくとも１つのアーム、第２のアーム、及び接続バー、並びにそれらのそれぞ
れのベースピボット及びトップピボットは、一体成形品として一体的に形成される。
【００４７】
　４バーリンク機構を基本的に単一の製造ステップにおいて製造し得る限りにおいて、こ
れは有益なことがある。具体的には、時間のかかる組立てステップを回避し得る。この点
において、４バーリンク機構のベースも少なくとも部分的に一体成形品形状に統合される
のが更に好ましい。
【００４８】
　一般的に、リンク機構は膜蝶番によって定められるピボットと平行な軸についてスイベ
ル（旋回）するように配置されることがあるのが望ましい。膜蝶番は、他方、薄くされた
材料区画によって定められる軸について旋回する或いはスイベル（旋回）するために基本
的に設計される。しかしながら、膜蝶番は、それゆえ、典型的には、相当に弾性的な材料
で作製されるので、膜蝶番は、それぞれの外部荷重に応答して、移動させられ、曲げられ
、或いは他の方法において反らされてもよい。結果的に、毛切断器具の切断ユニットのた
めの従来的な旋回機構と比べてより多くの可撓性を伴って、切断ユニットを皮膚で案内し
得る。更に他の実施態様において、４バーリンク機構は、内部的に形成される射出成形プ
ラスチック部品である。一体化される４バーリンク機構を製造するために、好ましくは、
ポリエチレン、ポリプロピレン、及び十分な疲労抵抗を有する類似の材料のような、プラ
スチック樹脂が用いられ且つ処理されてよい。
【００４９】
　取付けユニットの更に他の実施態様において、第１のベースピボットと第２のベースピ
ボットとの間の距離によって定められるベース部分の長さは、第１のトップピボットと第
２のトップピボットとの間の距離によって定められる接続バーの長さよりも大きい。仮想
のピボット軸は、第１の状態において、このようにして、上向きに、好ましくは、頂面の
レベルより上に、換言すれば、皮膚内に、シフトされてよい。第１のアーム及び第２のア
ームがそれらのそれぞれのピボットの間の距離によって定められる実質的に同じ長さを有
してよいことを言わずには済ませられない。
【００５０】
　幾つかの実施態様では、取付けユニットが、スイベル機構を第２の状態に推進する少な
くとも１つの付勢要素を更に含むのが更に好ましいことがある。追加的に又は代替的に、
取付けユニットは、４バーリンク機構の望ましくない動作を防止する少なくとも１つのエ
ンドストップ要素を含んでよい。この点において、４バーリンク機構は遊びを伴わずに第
２の状態（又は第２の位置）に僅かに推進されるのが特に好ましい。切断ユニットを第２
の状態に基本的に恒久的に推進する明確な復元力が存在するよう、少なくとも１つの付勢
要素が定められ且つ選択されてよい。復元力は、切断ユニットが第１の状態において皮膚
輪郭で、例えば、その基本的に湾曲した首部分又は顎部分で案内されるときに、毛切断器
具の操作中に容易に克服される程に十分に小さいことが好ましい。結果的に、取付けユニ
ットは、皮膚に対して基本的に自動調整してよく、更に、外部荷重又は力が解放された直
ぐ後に自動復元してよい。
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【００５１】
　少なくとも１つのエンドストップ要素は、一体蝶番での過剰な動作が防止されることが
あるように構成されてよい。一般的に、少なくとも１つのエンドストップ要素は、別個の
部品として或いは４バーリンク機構に統合される部品として形作られてよい。具体的には
、少なくとも１つのエンドストップ要素は、切断ユニットのスイベル角を限定してよい。
この点において、少なくとも１つのエンドストップ要素が少なくとも１つの付勢要素と協
働し、結果として得られる付勢力が４バーリンク機構を少なくとも１つのエンドストップ
要素の少なくとも１つに対して推進させるのが更に好ましいことがある。このようにして
、切断ユニットのための明確な第２の位置が採用されてよい。この点において、ブレード
セットが少なくとも１つの付勢要素によって開始位置に僅かに付勢された状態で、ブレー
ドセットが、明確な「第１の」第２の位置と、動作しているときに少なくとも１つのエン
ドストップ要素の他の１つによって定められる「第２の」第２の位置との間で、スイベル
（旋回）してよいのが更に好ましいことがある。
【００５２】
　取付けユニットの更に他の実施態様において、トップ部分、具体的には、接続バーは、
切断ユニットに連結され、それにより、切断ヘッドを定め、切断ユニットは、毛を切断す
るために、取られる移動方向において毛を通じて移動させられるよう構成されるブレード
セットを含み、
　ブレードセットは、
　－　少なくとも１つの歯付き切断縁を含む静止ブレードと、
　－　少なくとも１つの歯付き切断縁を含む可動ブレードとを含み、
　静止ブレードは、シェービング目的のために用いているときに、皮膚に接触する表面と
して構成される頂面を更に含み、
　静止ブレード及び可動ブレードは、取られる移動方向に対して基本的に垂直な切断方向
Ｙにおいて互いに対して往復式に移動させられるよう構成される。
【００５３】
　ここにおいて用いるとき、取られる移動方向を、具体的には、ここにおいて例示的な目
的のために提供される、意図される移動方向と呼んでもよい。意図される移動方向は、典
型的には、横方向又は切断方向に対して基本的に垂直なブレードセットの長手方向（この
開示の目的のためにＸ方向とも呼ぶ）と実質的に平行であることが更に想定されてよい。
【００５４】
　この点において、ブレードセットの静止ブレードは、可動ブレードを少なくとも部分的
に取り囲み、静止ブレードは、シェービングのために使用しているときに、皮膚に面する
壁部分として構成される、第１の実質的に平坦な壁部分と、シェービングのために使用し
ているときに、皮膚から見て外方を向く第２の壁部分とを含み、第１の壁部分及び第２の
壁部分は、それらの少なくとも１つの切断縁で接続され、それにより、それぞれの歯スロ
ットを伴って交互する複数の長手に延びる静止歯を定め、可動ブレードの歯が、その少な
くとも１つの切断縁に配置されるときに、静止歯と協働して、歯スロット内に捕捉される
毛を切断するよう、可動ブレードは、第１の壁部分と第２の壁部分との間のガイドスロッ
ト内で案内されることが更に好ましいことがある。
【００５５】
　静止ブレードが、少なくとも部分的に可動ブレードを取り囲み、静止ブレードは、使用
しているときに、皮膚に面する壁部分として配置される、第１の実質的に平坦な壁部分と
、皮膚から見て外方に面する第２の壁部分とを含み、第１の壁部分及び第２の壁部分は、
それらの少なくとも１つの切断縁で接続され、それにより、それぞれの歯スロットを伴っ
て交互する複数の長手に延びる静止歯を定め、可動ブレードは、その少なくとも１つの切
断縁に配置される、可動ブレードの歯が、静止歯と協働して、歯スロット内に捕捉される
毛を切断するよう、第１の壁部分と第２の壁部分との間のガイドスロット内で案内される
ことが更に好ましいことがある。
【００５６】
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　換言すれば、より一般的には、可動ブレードを静止ブレードの第１の壁部分と第２の壁
部分との間に「挟装」し得る。これは、第１の皮膚に面する壁部分の厚さを減少すること
を可能にすることがある十分な強度及び厚さを備える、ブレードセット、具体的には、そ
の静止ブレードをもたらすことがある。
【００５７】
　この点において、ブレードセットが、第１の切断縁（第１の切断エッジ）と、第１の切
断縁から長手方向に離間した第２の切断縁（第２の切断エッジ）とを含み、少なくとも１
つの横方向保護要素が、静止ブレードの全体的な長手方向延伸に適合させられる長手方向
延伸を含むことが更に好ましい。
【００５８】
　一例として、少なくとも、少なくとも１つの切断縁での、第１の壁部分の厚さは、約０
．０４ｍｍ～約０．２５ｍｍの範囲内、好ましくは、約０．０４ｍｍ～０．１８ｍｍの範
囲内、より好ましくは、約０．０４ｍｍ～０．１４ｍｍの範囲内にあってよい。少なくと
も、少なくとも１つの切断縁での、第２の壁部分の厚さは、約０．０８ｍｍ～０．４ｍｍ
の範囲内、好ましくは、約０．１５ｍｍ～０．２５ｍｍの範囲内、より好ましくは、約０
．１８ｍｍ～０．２２ｍｍの範囲内にあってよい。可動ブレードの厚さに対して基本的に
適合させられる、静止ブレードの第１の壁部分及び第２の壁部分によって定められるガイ
ドスロットの厚さは、少なくとも、少なくとも１つの切断縁で、約０．０５ｍｍ～約０．
５ｍｍの範囲内、好ましくは、約０．０５ｍｍ～約０．２ｍｍの範囲内にあってよい。少
なくとも、少なくとも１つの切断縁での、全体的な厚さ又は積重ね高さは、約０．３ｍｍ
～約０．７５ｍｍの範囲内、好ましくは、約０．４ｍｍ～約０．５ｍｍの範囲内にあって
よい。
【００５９】
　本開示の他の特徴は、モータを収容するハウジングと、切断ユニットと、切断ユニット
をハウジングに連結させるための本開示の原理に従った取付けユニットとを含む、毛切断
器具、特に、電気的に作動させられる毛切断器具に向けられる。好ましくは、取付けユニ
ット及びそのスイベル機構は、ここに議論する特徴及び実施態様の少なくとも一部に従っ
て形成される。
【００６０】
　スイベル機構が第１の状態にあるときに、毛切断器具がヘアシェービング操作に適合さ
せられ、スイベル機構が第２の状態にあるときに、毛切断器具がヘアスタイリング操作に
適合させられるのが、より一層好ましい。この点において述べるに値するのは、シェービ
ング操作及びスタイリング操作が同じブレードセットで行われてよいことである。
【００６１】
　これらの及び他の構成及び利点は、添付の図面と共に取られるとき、本開示の特定の実
施態様の後続の記述からより十分に理解されるであろう。添付の図面は、本開示を例示す
ることを意図し、限定することを意図しない。
【００６２】
　本発明のこれらの及び他の特徴は、以下に記載する実施態様を参照して明らかであり且
つ解明されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】毛切断器具で旋回可能に支持されてよい切断ユニットの例示的な実施態様を備え
る例示的な電気毛切断器具を概略的に示す斜視図である。
【図２ａ】図１に従った毛切断器具の切断ユニットのブレードセットを示す部分斜視底面
図である。
【図２ｂ】図２ａの図面に対応する更なる部分斜視底面図であり、ブレードセットの壁部
分は、主として例示的な目的のために省略されている。
【図３】切断ユニットを旋回可能に支持する４バーリンク機構として構成される取付けユ
ニットの第１の実施態様を示す斜視図であり、４バーリンク機構は、第１の状態（又は第
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１の位置）において示されている。
【図４】端位置、例えば、（第１の）第２の位置における、図３に例示する４バーリンク
機構に類似する４バーリンク機構を簡略化して示す部分側面図である。
【図５】図４の図面に対応する更なる部分側面図であり、４バーリンク機構は他の端位置
、例えば、（第２の）第２の位置において示されている。
【図６】シェービングのために使用するときの第１の状態にある毛切断器具を示す簡略化
された部分側面図である。
【図７】スタイリングのために使用するときの第２の状態にある毛切断器具を示す簡略化
された部分側面図である。
【図８】第１の状態における図６に例示する毛切断器具に類似する毛切断器具を示す簡略
化された部分側面図である。
【図９】第２の状態における図７に例示する毛切断器具に類似する毛切断器具を示す簡略
化された部分側面図である。
【図１０】第１の状態における図３に例示する４バーリンク機構に類似する４バーリンク
機構として構成される取付けユニットの他の実施態様を示す簡略化された側面図である。
【図１１】図１０の図面に対応する更なる側面図であり、取付けユニットは第２の状態に
おいて示されている。
【図１２】第１の状態における取付けユニットの更に他の実施態様の簡略化された側面図
である。
【図１３】図１２の図面に対応する更なる側面図であり、取付けユニットは第２の状態に
おいて示されている。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　図１は、毛切断器具１０、具体的には、電気毛切断器具１０の例示的な実施態様を簡略
化された斜視図において概略的に例示している。切断器具１０は、ハウジング１２と、ハ
ウジング１２内に破線ブロック１４によって示すモータと、ハウジング１２内に破線ブロ
ック１６によって示す駆動機構とを含んでよい。モータ１４に動力供給するために、切断
器具１０の少なくとも幾つかの実施態様では、ハウジング１２内に破線ブロック１７によ
って示す、例えば、充電可能なバッテリ、交換可能なバッテリ等のような、電気バッテリ
が設けられてよい。しかしながら、幾つかの実施態様において、切断器具１０は、電源に
接続するための電力ケーブルを備えてよい。（内部）電気バッテリ１７に加えて或いはそ
の代わりに、電源コネクタが設けられてよい。
【００６５】
　切断器具１０は、切断ユニット１８を更に含んでよい。ブレードセット２０は、切断ユ
ニット１８で、毛切断器具１０に取り付けられてよい。切断ユニット１８のブレードセッ
ト２０は、切断動作を可能にする駆動機構１６を介してモータ１４によって駆動させられ
てよい。
【００６６】
　切断動作は、ブレードセット２０の静止ブレード２２と可動ブレード２４との間の相対
的な動作と概ね考えられてよい。図２ａ及び２ｂを参照のこと。一般的に、使用者は、切
断器具１０を握り、保持し、且つ毛を切断する移動方向２８において毛を通じて案内して
よい。更に、ブレードセット２０を旋回的な方法において切断ユニット１８に配置し得る
。参照番号２６によって示す湾曲した二重矢印を参照のこと。幾つかの実施態様において
、切断器具１０、より具体的には、ブレードセット２０を含む切断ユニット１８を皮膚に
沿って進めて、皮膚から伸びる毛を切断し得る。皮膚に近接して毛を切断するときには、
基本的に皮膚のレベルでの切断（裁断）を目標としてシェービング操作を行い得る。しか
しながら、クリッピング（トリミング）操作も想起されてよく、ブレードセット２０を含
む切断ユニット１８は、皮膚に対する所望の距離である経路に沿って進められる。更に、
以下に更に議論するように、スタイリング操作が想起されてよい。
【００６７】
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　毛を通じて案内される或いは導かれるとき、ブレードセット２０を含む切断器具１０は
、典型的には、図１に参照番号２８によって示す一般的な移動方向に沿って動かされる。
この関係において述べるに値することは、毛切断器具１０が典型的に手動で案内され且つ
動かされるならば、移動方向２８は、精密な幾何学的な基準として並びに切断器具１０及
びブレードセット２０を備えるその切断ユニット１８の向きに対して一定の定義及び関係
を有するものとして解釈されるべき必要が必ずしもないことである。即ち、皮膚で切断さ
れるべき毛に対する切断器具１０の全体的な向きは、幾分不安定であると解釈されてよい
。しかしながら、例示的な目的のために、（仮想的な）移動方向２８は座標系の主要中心
平面と平行（又は概ね平行）であり、座標系は以下において毛切断器具１０の構造的な構
成を描写する手段として役立つ。
【００６８】
　参照の容易さのために、座標系を図１乃至１３の幾つかにおいて示している。一例とし
て、デカルト座標系Ｘ－Ｙ－Ｚを図１に示している。それぞれの座標系のＸ軸は、この開
示の目的のために、長さと概ね関連付けられる概ね長手方向に延びる。座標系のＹ軸は、
この開示の目的のために、幅と関連付けられる横（又は横断）方向に延びる。座標系のＺ
軸は、例示的な目的のために、少なくとも幾つかの実施態様において、概ね垂直方向と呼
ぶことがある高さ（又は垂直）方向に延びる。毛切断器具１０の特徴的な構成及び／又は
実施態様への座標系の関連付けは、主として例示的な目的のために提供され、限定的に解
釈されてならないことを言わずに済ませることはできない。当業者は、代替的な実施態様
、それぞれの図面、及び異なる向きを含む例示に直面するときに、ここに提供される座標
系を直ちに変換し且つ／或いは転換することがあるのが理解されなければならない。
【００６９】
　図２ａ及び２ｂは、図１に例示的に示す切断ユニット１８のブレードセット２０の部分
的な詳細図を例示している。ブレードセット２０は、静止ブレード２２及び可動ブレード
２４を含む。静止ブレード２２は、第１の壁部分２１及び第２の壁部分２３を含む。シェ
ービングのために使用しているとき、典型的には、第１の壁部分２１は皮膚に面する。静
止ブレード２２の頂面を２５によって示している。図１及び３も参照のこと。頂面２５は
、静止ブレード２２の第１の壁部分２１に設けられてよい。頂面２５は、基本的には、毛
切断器具１０がシェービング操作のために用いられるときに、皮膚に面する。一例として
、ブレードセット２０は、少なくとも１つの基本的に横方向に延びる前縁又は切断縁２９
を含んでよい。ブレードセット２０は互いに長手方向に離間する２つの切断縁２９ａ，２
９ｂを含むのが好ましい。切断縁２９ａ，２９ｂは、長手方向Ｘと基本的に平行な移動方
向２８において互いに離間してよい。静止ブレード２２及び可動ブレード２４は、基本的
に平坦な形状を含んでよい。静止ブレード２２は、可動ブレード２４を収容し且つ案内す
るように配置されるのが特に好ましい。換言すれば、静止ブレード２２は、可動ブレード
２４のためのシェル又はケージと考えられてよい。静止ブレード２２は、横方向Ｙに対し
て垂直な平面において見られるときに、特に少なくとも１つの切断縁２９で、基本的にＵ
形状の断面を含んでよい。Ｕ形状の形態は、第１の脚及び第２の脚を含んでよい。第１の
脚と第２の脚との間には、可動ブレード２４のためのガイドスロット３１が定められてよ
い。静止ブレード２２に対する横方向動作のために、可動ブレード２４を静止ブレード２
２内に収容し且つ静止ブレード２２内で案内し得る。静止ブレード２２（図２ａを参照）
及び可動ブレード２４（図２ｂを参照）は、鋏のような作用において毛の切断を可能にす
るそれらの切断縁２９に、それぞれの歯２７，３３を含んでよい。静止ブレード２２は、
毛を切断するときに皮膚に面する側で、そして、少なくとも部分的に、毛を切断するとき
に皮膚から見て外方を向く側で、可動ブレード２４を基本的に取り囲む。
【００７０】
　ブレードセット２０をシェービング操作に適切に適合させるために、少なくとも、少な
くとも１つの切断縁２９での、ブレードセット２０の一般的な高さ（又は厚さ）は、比較
的小さいのが好ましい。具体的には、静止ブレード２２の皮膚に面する部分が比較的小さ
い厚さを有するのが好ましい。皮膚に面する静止ブレード部分の厚さが少なくとも切断縁
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２９で皮膚から見て外方を向く静止ブレード部分の厚さよりも有意に小さいのがより一層
好ましい。毛切断器具１０のための例示的なブレードセット２０は、約０．３ｍｍ～約０
．７５ｍｍの範囲内の全体的な高さ又は厚さを含んでよい。少なくとも、少なくとも１つ
の切断縁での、静止ブレード２２の皮膚に面する部分の高さ又は厚さは、約０．０４ｍｍ
～約０．２５ｍｍの範囲内にあってよい。皮膚から見て外方を向く静止ブレード部分の高
さ又は厚さは、約０．０８ｍｍ～約０．４ｍｍの範囲内にあってよい。少なくとも、少な
くとも１つの切断縁での、可動ブレード２４の高さ厚さは、約０．０５ｍｍ～約０．５ｍ
ｍの範囲内にあってよい。可動ブレード２４の高さは、可動ブレード２４のために静止ブ
レード２２によって定められるガイドスロット３１の高さに基本的に対応してよい。
【００７１】
　ブレードセット２０を含む切断ユニット１８は、毛切断器具１０のハウジング１２で旋
回させられ或いは旋回可能に支持されるのが特に好ましい。これを達成するために、本開
示の原理に従った取付けユニット３０が利用されてよい。この点について図３、４及び５
を参照する。図３は、切断ユニット１８を支持するように構成される取付けユニット３０
の第１の実施態様の斜視図を例示している。取付けユニット３０及び切断ユニット１８は
、毛切断器具１０の切断ヘッドを定めてよい。取付けユニット３０は、スイベル機構３２
、具体的には、リンク機構、より具体的には、切断器具１０のハウジング１２とブレード
セット２０との間に配置される４バーリンク機構(four-bar　linkage　mechanism)を含ん
でよい。図１を参照のこと。異なる種類のスイベル機構３２が想起されてよい。本開示は
４バーリンク機構のようなリンク機構に限定されない。
【００７２】
　図３を更に参照すると、取付けユニット３０及びスイベル機構３２は、第１のリンク区
画３４及び第２のリンク区画３６を含むものとして更に詳細に且つ例示的に示されている
。第１のリンク区画３４及び第２のリンク区画３６は、横方向Ｙにおいて互いに離間して
よい。しかしながら、幾つかの実施態様において、４バーリンク機構３２は基本的に単一
のリンク区画を含むことが想起されてよい。４バーリンク機構３２は、Ｙ軸と基本的に平
行な、結果的に、少なくとも１つの切断縁２９ａ，２９ｂと基本的に平行な、（垂直）ピ
ボット軸ｐについて、切断ユニット１８のスイベル又は旋回運動を許容するよう構成され
てよい。この関係において図８及び９も参照のこと。操作中、例えば、実際の皮膚輪郭に
従うときに、結果として得られるスイベル運動は、それぞれの二重矢印２６によって図４
及び５に示されている。図３は、中央位置、具体的には、スイベル機構３２が第１の状態
にあるときの、スイベル機構３２の第１の位置を示してよい。図４は、（第１の）端位置
、具体的には、スイベル機構３２が（第１の）第２の状態にあるときの、（第１の）第２
の位置を示してよい。図５は、（第２の）端位置、具体的には、スイベル機構３２が（第
２の）第２の状態にあるときの、（第２の）第２の位置を示してよい。第１の状態におい
て、切断ユニット１８及び切断ユニット１８を備える毛切断器具１０は、以下に更に議論
するように、シェービング操作に特に適している。第２の状態において、切断ユニット１
８は及び切断ユニット１８を備える毛切断器具１０は、以下に更に議論するように、スタ
イリング操作に特に適している。
【００７３】
　４バーリンク機構３２、又は、幾つかの実施態様において、その各リンク区画３４，３
６は、ベース部分３８を含んでよい。図３、４及び５に示す例示的な実施態様によれば、
ベース部分３８は、第１のベース要素４０ａ及び第２のベース要素４０ｂを含んでよい。
ベース要素４０ａ及び４０ｂは、長手方向Ｘにおいて互いに離間してよい。一般的に、ベ
ース部分３８は、ベース部分３８とハウジング１２との間の相対的な動きが基本的に許容
されないように、動作中の相当な遊びを伴わずに、毛切断器具１０のハウジング１２に連
結され或いは接続されてよい。スイベル機構３２、又は、その各それぞれの区画３４，３
６は、第１のアーム４２及びそれぞれの第２のアーム４４を更に含んでよい。第１のアー
ム４２及び第２のアーム４４は、長手方向Ｘにおいて互いに離間してよい。更に、トップ
（頂部）又は接続バー４６が設けられてよく、切断ユニット１８のブレードセット２０は
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、頂部又は接続バー４６に接続され或いは連結されてよい。スイベル機構３２のそれぞれ
の部材は、それぞれのピボット４８，５０，５２，５４によって移動可能に或いは旋回可
能に接続されてよい。第１のベースピボット４８は、そのそれぞれのベース要素４０ａの
ために第１のアーム４２及びベース部分３８を接続するために配置されてよい。第２のベ
ースピボット５０は、第２のアーム４４及びベース部分３８又はそのそれぞれのベース要
素４０ｂを接続するために配置されてよい。第１のトップピボット５２は、第１のアーム
４２及びトップ部分又は接続バー４６を接続するように構成されてよい。同様に、第２の
トップピボット５４は、第２のアーム４４及び接続バー４６を接続するように構成されて
よい。結果的に、トップピボット５２，５４は、垂直方向Ｚにおいてベースピボット４８
，５０から離間してよい。
【００７４】
　少なくとも１つの、又は、より好ましくは、ピボット４８，５０，５２，５４の各々は
、一体蝶番(living　hinge)として配置されてよい。具体的には、ピボット４８，５０，
５２，５４は、膜ヒンジ(film　hinge)として配置されてよい。換言すれば、ベース要素
４０ａ，４０ｂを含むベース部分３８、第１のアーム４２、第２のアーム４４、及びそれ
らの介在するピボット４８，５０，５２，５４を含む接続バー４６は、一体成形品として
一体的に製造されてよい。図４及び５も参照のこと。例えば、４バーリンク機構３２は、
単一の射出成形部品として形成されてよい。図３に最良に見ることができるように、第１
のリンク区画３４及び第２のリンク区画３６も一体的に形成されてよい。しかしながら、
代替において、第１のリンク区画３４及び第２のリンク区画３６の各々は、部個の一体的
に成形される部品として形成されてよい。
【００７５】
　図３から更に見ることができるように、接続バー４６は、少なくとも１つの側方アーム
５６、具体的には、ブレードセット２０に連結されてよい第１の側方アーム５６ａ及び第
２の側方アーム５６ｂを更に含んでよい。側方アーム５６ａ，５６ｂの各々は、接続バー
４６から外向きに延びてよい。少なくとも１つの側方アーム５６ａ，５６ｂは、接続バー
４６に対して並びにブレードセット２０に対して傾斜させられてよい。この関係で記すに
値するのは、ここで議論し且つ記載するように、構造的な構成及び関係は、典型的には、
特段示さない限り、例えば、図３、６、８、１０及び１２に示すような、取付けユニット
３０の（第１の位置又は中央位置と関連付けられる）第１の状態を指すことである。
【００７６】
　図６及び７を特に参照すると、本開示の原理に従った取付けユニット３０を含む（図６
乃至９には部分的にのみ示す）毛切断器具１０のための例示的な向き及び移動方向が例示
されている。取付けユニット３０の第１の状態Ｉが図６に例示されている。取付けユニッ
ト３０の第２の状態ＩＩが図７に例示されている。第１の状態Ｉをシェービング状態と呼
んでもよいが、基本的にはトリミング操作も第１の状態Ｉにおいて行われてよい。第２の
状態をスタイリング状態と呼んでもよい。第１の状態Ｉにおいて、毛切断器具１０のブレ
ードセット２０は、使用者の剃られるべき皮膚部分１００と基本的に平行に向けられる。
ブレードセット２０の頂面２５は、皮膚部分１００に面する。移動方向２８も、皮膚部分
１００と基本的に平行に向けられる。顔の毛をブレードセット２０の切断縁２９ａ，２９
ｂで捕捉し且つ切断し得る。押す力又は接触力５８が、頂面２５と基本的に垂直な、或い
は、より一般的には、ブレードセット２０の長手方向延伸（Ｘ方向）及び横方向延伸（Ｙ
方向）に対して基本的に垂直な、ブレードセット２０に適用されてよい。接触力５８も、
動作方句２８に対して基本的に垂直でよい。
【００７７】
　図７は、スタイリング目的のための使用のときの、取付けユニット３０の第２の状態Ｉ
Ｉを例示している。例えば、使用者の皮膚部分１００におけるもみあげ１０２の精密な形
状をスタイリングする必要が存在することがある。この目的を達成するために、使用者は
、ブレードセット２０、具体的には、その頂面２５が、処理されるべき皮膚部分１００に
対して基本的に垂直に向けられるように、毛切断器具１０を基本的に回転させてよい。図
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７から更に見ることができるように、移動方向２８も、皮膚部分１００に対して基本的に
垂直であってよい。第１の状態Ｉに加えて、押力、例えば、接触力６０が、頂面２５と基
本的に平行な、或いは、より一般的には、ブレードセット２０の長手方向延伸（Ｘ方向）
及び横方向延伸（Ｙ方向）と基本的に平行な、第２の状態ＩＩにおいて、ブレードセット
２０に適用されてよい。接触力６０も、移動方向２８と基本的に平行であってよい。皮膚
に向かう動きが完了するや否や、次のスタイリング前後往復運動を開始する前に実際のス
タイリング前後往復運動を完了させるために、皮膚部分１００に沿う動きが続いてよい。
【００７８】
　第１の状態Ｉにおいて、ブレードセット２０は、移動方向２８において皮膚部分１００
の上を移動させられるときに皮膚部分１００の輪郭に滑らかに従うよう自由にスイベル（
旋回）する能力を備えて、毛切断器具１０に取り付けられるのが望ましいが、ブレードセ
ット２０のそのような挙動は、第２の状態ＩＩにおいては厄介であることがある。第２の
状態では、精密なスタイリング切断を可能にするよう、ブレードセット２０を「ロック」
することが、むしろ望ましい。しかしながら、ブレードセット２０を第２の状態ＩＩに切
り換えるよう、ブレードセット２０を手作業でロックすることは、使用者の快適さ及び毛
切断器具１０の使用の容易さ能力に悪影響を与えるものと考えられる。従って、本開示は
、第１の状態Ｉ及び第２の状態ＩＩの両方において毛切断器具１０の操作パフォーマンス
及び使用の容易さ能力の両方を向上させることがある、取付けユニット３０を提供する。
【００７９】
　図８及び９を特に参照して、本開示の原理の少なくとも一部に従った取付けユニット３
０ａの例示的な実施態様を提示し且つ更に議論する。取付けユニット３０ａは、第１の状
態Ｉにおいて図８に示され、第２の状態ＩＩにおいて図９に示されている。取付けユニッ
ト３０ａは、ブレードセット２０を備える切断ユニット１８を旋回可能に支持し得てよい
。ブレードセット２０のスイベル動作を示す図８及び９中の矢印２６ａ，２６ｂを参照の
こと。図８に示すように、ブレードセット２０を含む切断ユニット１８は、第１の状態Ｉ
においてピボット軸ｐについて自由に回転し或いはスイベル（旋回）してよい。ピボット
軸ｐをそれぞれのカプラー機構によって定められる仮想のピボット軸ｐと見做してよい。
この点に関して図１０乃至１３を特に参照のこと。第１の状態Ｉにおいて、仮想のピボッ
ト軸ｐは、ブレードセット２０から、具体的には、その頂面２５から（図１も参照）毛を
剃り或いは刈り込むときに皮膚に面するブレードセット２０の側に向かってオフセットさ
れてよい（偏らされてよい）。図９から更に見ることができるように、第２の状態ＩＩに
おいて、仮想のピボット軸ｐは、ブレードセット２０の頂面２５から毛切断器具１０のハ
ウジング１２に向かって反対方向にオフセットされてよい（偏らされてよい）（図１も参
照）。換言すれば、仮想のピボットｐを第１の状態Ｉと関連付けられる第１の位置と第２
の状態ＩＩと関連付けられる第２の位置との間で移動させ或いはシフトさせ得る。
【００８０】
　仮想のピボットｐのシフトが取付けユニット３０を第１の状態Ｉから第２の状態ＩＩに
単にシフトさせることによって達成されることがあるのが特に好ましい。図８及び９から
見ることができるように、幾つかの実施態様において、ブレードセット２０を含む切断ユ
ニット１８は、仮想のピボットｐの動きを引き起こすよう、第１の状態Ｉと関連付けられ
る第１のスイベル位置から第２の状態ＩＩと関連付けられる第２のスイベル位置に旋回さ
せられてよい。
【００８１】
　第１の状態において仮想のピボットｐを頂面２５のレベルより上に配置することは有益
なことがある。何故ならば、輪郭追従能力がこのようにしてより一層改良されることがあ
るからである。シェービングを行うときに、頂面２５に対して基本的に垂直に適用される
接触力５８ａ，５８ｂが、ブレードセット２０を皮膚と位置合わせさせる反応を引き起こ
すことがあるよう、ブレードセット２０は、仮想のピボット軸ｐについて基本的に自由に
スイベル（旋回）してよい。第２の状態ＩＩにおいて仮想のピボットｐを頂面２５のレベ
ルより下に配置することは有益なことがある。何故ならば、ブレードセット２０は、小さ
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な接触力６０ａをその上に適用することによってこのように僅かの努力で「ロック」され
ることがあるからである。
【００８２】
　幾つかの実施態様では、毛切断器具１０にエンドストップ要素６８を設けるのが好まし
いことがあり、エンドストップ要素６８は、取付けユニット３０のスイベル動作を制限し
、結果的に、取付けユニット３０ａの第２の状態ＩＩにおいて仮想のピボット軸ｐの第２
の位置を定める。
【００８３】
　図１０及び１１を特に参照して、毛切断器具１０（図１も参照）のハウジング１２及び
切断ユニット１８を旋回可能に接続する取付けユニット３０ｂの他の代替的な実施態様が
例示し且つ更に詳説する。図３乃至５との関係において既に議論したように、取付けユニ
ット３０ｂは、スイベル機構３２、例えば、４バーリンク機構を含んでよい。スイベル機
構３２は、切断ユニット１８のための仮想のピボット軸ｐが定められるように構成されて
よく、仮想のピボット軸ｐは、図１０に例示する第１の状態Ｉにおいて第１の位置ｐ１を
取り、図１１に例示する第２の状態ＩＩにおいて第２の位置ｐ２を取る。第１の状態Ｉに
おいて、仮想のピボット軸ｐは、第１の（垂直）ピボットオフセット寸法ｌｏ１だけブレ
ードセット２０の頂面２５からオフセットされてよい（偏らされてよい）。第１のピボッ
トオフセット寸法ｌｏ１の好適な範囲は、上に示されている。第２の状態ＩＩにおいて、
仮想のピボット軸ｐは、第２の（垂直）ピボットオフセット寸法ｌｏ２だけブレードセッ
ト２０の頂面２５からオフセットされてよい（偏らされてよい）。仮想のピボット軸ｐの
第２のピボットオフセット寸法ｌｏ２の好適な範囲は、上に示されている。仮想のピボッ
ト軸ｐの第１の位置ｐａと第２の位置ｐ２との間の全体的なオフセット（偏心）は、全体
的なピボットオフセット寸法ｌｏｐによって示されてよい。全体的なピボットオフセット
寸法ｌｏｐの好適な範囲は、上に示されている。
【００８４】
　第１の状態Ｉと第２の状態ＩＩとの間で移動させられるとき、ブレードセット２０を含
む切断ユニット１８は、角オフセット寸法α（アルファ）だけ旋回させられてよい。この
関係において述べるに値するのは、幾つかの実施態様において、取付けユニット３０ｂが
、第１の状態Ｉと関連付けられる第１の位置並びに第２の状態ＩＩと関連付けられる「第
１」及び「第２」の第２の位置をもたらすよう、配置されてよいことである。換言すれば
、「第１」及び「第２」の位置は、取付けユニット３０ｂの回転の方向に依存して、達成
されてよい。幾つかの実施態様において、取付けユニット３０ｂは、垂直方向又は高さ方
向Ｚ及び横方向Ｙによって定められる平面に対して基本的に対称的に配置されてよい。
【００８５】
　ブレードセット２０の角オフセット寸法α（アルファ）は、エンドストップ要素又はエ
ンドストップビーム７０によって定められてよい。エンドストップビーム７０は、取付け
ユニット３０ｂのベース部分３８に連結されてよい。エンドストップビーム７０は、「第
１」の第２の位置と関連付けられる、第２の状態ＩＩにおける取付けユニット３０ｂの第
１の端位置を定める第１の端面７４ａを備えてよい。エンドストップビーム７０は、「第
２」の第２の位置と関連付けられる、第２の状態ＩＩにおける取付けユニット３０ｂの第
２の端位置を定める第２の端面７４ｂを更に備えてよい。
【００８６】
　図１２及び１３を特に参照して、毛切断器具１０（図１も参照）のハウジング１２及び
切断ユニット１８を旋回可能に接続する取付けユニット３０ｃの更なる他の代替的な実施
態様を例示し且つ詳説する。取付けユニット３０ｃは、例えば、少なくとも１つのそれぞ
れの別個のピボットシートを介して、２つの連結されるべき要素と協働するピボットピン
を含んでよい少なくとも１つのピボット継手を備える４バーリンク機構として配置される
、スイベル機構３２ａを含む。ピボットピンを少なくとも１つのピボットシートで受け得
る。ピボットピン及びピボットシートは、ピボット軸受を定めるよう協働してよい。
【００８７】
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　４バーリンク機構３２ａは、ベース部分３９ａと、第１のアーム４２ａと、第２のアー
ム４４ａと、接続バー４６ａとを含む。ベース部分３８ａは、そのベース端で第１のアー
ム４２ａと第２のアーム４４ａとの間に介装される。接続バー４６ａは、その頂端で第１
のアーム４２ａと第２のアーム４４ａとの間に介装される。ベース部分３８ａと第１のア
ーム４２ａとの間には、第１のベースピボット又はベースピボット継手４８ａが設けられ
てよい。ベース部分３８ａと第２のアーム４４ａとの間には、第２のベースピボット又は
ベースピボット継手５０ａが設けられてよい。接続バー４６ａと第１のアーム４２ａとの
間には、第１のトップピボット又はトップピボット軸受５２ａが設けられてよい。接続バ
ー４６ａと第２のアーム４４ａとの間には、第２のトップピボット又はトップピボット継
手５４ａが設けられてよい。ピボット４８ａ，５０ａ，５２ａ，５４ａのうちの少なくと
も１つが一体蝶番として設けられてよいことを言わずに済ませることはできない。しかし
ながら、図１２及び１３に示す実施態様との関係において、ピボット４８ａ，５０ａ，５
２ａ，５４ａの各々は、それぞれの連結されるべき要素の両方と共に一体的に形成されな
い少なくとも１つの別個の部品を含む、組み立てられたピボット継手であることが好まし
いことがある。
【００８８】
　図１２及び１３の４バーリンク機構３２ａも、図１２に例示する第１の状態Ｉ（又は第
１の位置）において、上で議論したようなピボットオフセット寸法ｌｏ１だけ、ブレード
セット２０の頂面２５から垂直方向Ｚにおいて皮膚に向かってオフセットされてよい（偏
らされてよい）、仮想のピボット軸ｐ１を定めてよい。図１３に例示する第２の状態ＩＩ
（又は第２の位置）において、仮想のピボット軸ｐ２は、上で議論したようなピボットオ
フセット寸法ｌｏ２だけ、ブレードセット２０の頂面２５から垂直方向Ｚにおいて毛切断
器具１０のハウジング１２に向かってオフセットされてよい（偏らされてよい）。第２の
状態ＩＩにおいて、取付けユニット３０ｃは、スタイリング操作に適合させられてよい。
図７を参照のこと。第１の状態Ｉにおいて、取付けユニット３０ｃは、シェービング操作
に適合させられてよい。図６を参照のこと。
【００８９】
　図１２及び１３から更に見ることができるように、取付けユニット３０ｃは、スイベル
機構３０ｃを第２の状態ＩＩに推進し或いは押し込むように構成される、少なくとも付勢
要素８０を更に含んでよい。更に、第２の状態ＩＩにおけるスイベル機構３０ｃの端位置
（第２の位置）を定める少なくとも１つのエンドストップ要素６８ａが設けられてよい。
エンドストップ要素６８ａは、スイベル機構３０ｃによって旋回可能に支持される切断ユ
ニット１８のスイベル角α（アルファ）を制限するように構成されてよい。
【００９０】
　本発明の例示的な実施態様を部分的に添付の図面を参照して上述したが、本発明はこれ
らの実施態様に限定されないことが理解されなければならない。請求する発明を実施する
当業者は、図面、本開示、及び付属の請求項の研究から、開示の実施態様に対する変形を
理解し且つ行い得る。この明細書を通じた「１つの実施態様」又は「（ある）実施態様」
への言及は、その実施態様と関連して記載する特定の構成、構造、又は特徴が、本開示に
従った静止ブレード、ブレードセット等の少なくとも１つの実施態様に含まれることを意
味する。よって、この明細書の様々な場所における「１つの実施態様において」又は「（
ある）実施態様において」という成句の出現は、必ずしも全てが同じ実施態様に言及して
いない。更に、１つ又はそれよりも多くの実施態様の特定の構成、構造、又は特徴を任意
の適切な方法において組み合わせて、新しい明示的に記載されていない実施態様を形成し
てよい。
【００９１】
　請求項において、「含む」という用語は他の要素又はステップを排除せず、単数形の表
現は複数形を排除しない。単一の要素又は他のユニットが請求項中に引用される幾つかの
品目の機能を充足してよい。特定の手段が相互に異なる独立項において引用されていると
いう単なる事実はこれらの手段の組み合わせを有利に用い得ないことを示さない。請求項
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中の如何なる参照記号もその範囲を限定するものとして解釈されてはならない。
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